
住宅リフオーム補助金をご利用下さい

本寸内の施工業者を利用して、地域経済の活性化を !

高山村では、 村民の皆さんが住宅の質の向上を図るとともに、 定住の促進を図るため、 自宅の修繕や補修工事
等を行う場合に、 その経費の一部を今年度より補助します。 是非、 この機会に補助金の活用を検討して下さい。

　　　　 　　 　　　　　　　
(1 )平成24年 4 月 2 月以降に専用住宅又は併用住

宅 (個人住宅部分) へのリフォーム (修繕 ･改
築 ･増築等) を開始する工事で、 村内の施工業
者により工事を行うことが対象になります。

(2 )村外の施工業者により工事を行ったものについ
ては、 補助対象外です。

(3 )詳細は、別表対象工事 (例)を参照して下さい。

　　　　　　　　　　　
　　　　

(1 )村内に住所を有する者です。
(2 )世帯全員が村税及び使用料等を完納しているこ

とが補助対象者になります。
(3 )当該リフォーム工事について、 他の制度による

住宅の改造、 補修に係る助成金等の交付を同時
に受けないことが条件になります。

詐謝りE r r手話復し1はて

(1 )専用住宅においては工事金額 (税抜き) が20
万円以上のリフォーム工事に要した費用の2 0
% が補助対象金額となり、 上限が40万円 (た
だし、 千円未満は切り捨て) となります。

(2 )併用住宅においては個人住宅部分を補助対象と
し、 非個人住宅部分について床面積で按分し工
事金額を算出し、 工事金額 (税抜き) が20万
円以上のリフォーム工事に要した費用となり、
上限が40万円 (ただし、 千円未満は切り捨て)
となります。
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(1 )工事を始める前に、 高=-村役場農政課住宅係で
交付申請を行って下さい。

(2 )下記の補助金受領までの流れを参考に、 リフォ
ーム施工業者と打ち合わせを行って下さい。

｢ 古訓身上盤三協直写 産ん1滞れ-
(1 )補助金交付申請書を高山村役場農政課住宅係に

提出していただきます。
※添付書類
･リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真
･リフォーム工事内容を明らかにする図面
･リフォーム工事見積書
･その他、 村長が必要と認める書類

(2 )書類審査を行い、 交付の可否について申請者に
補助金交付決定通知書を郵送により通知します。

(3 )交付決定通知書受領の後、 リフォーム工事を実
施していただきます。

(4 )リフォーム工事が完了した後、 補助金交付請求
書を提出していただきます。

※添付書類
･リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真
･リフォーム工事代金領収書の写し
･その他、 村長が必要と認める書頻
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(1 )書類審査を行い、 補助金の額を決定し申請者に
補助金確定通知書を郵送により通知します。

,三 拝灘なれ,ゞう開 封、-
(1 )全ての手続き終了後に、 中詰者の口座に補助金

を振りジ込みます。
別表 住宅リフオーム補助の対象工事 “;u)
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屋根瓦の取替工事 可
外壁の補修工事 可
壁紙張替等の内装工事 可
台所、 風呂、 トイレ等改良工事 可
シロアリ防止等の床修理工事 可
畳の表替え等工事 可
ガラス (サッシ) の取替工事 可
堀短艇取付工事 可
住宅に付随するバルコニー、 ベランダ、
テラスの設置工事 可

シロアリ駆除 否 リフオームでないた
め対象外

大画面テレビの購入 (配線工事含む) 否 購入が主であるため
対象外

電化製品の取付工事 否
購入が主であるため
対象外

車庫の増改築 否 住宅ではないため対
象外

室内カーテン取替工事 否
購入が主であるため
対象外

防犯用ライト取付工事 否
購入が主であるため
対象外

門扉 ,ブロック壁の設置 否 住宅ではないため対
象外

造園工事、 植木剪定 否 リフオームではない
ため対象外

下水道等のつなぎ込み工事 否 リフオームではない
ため対象外

住宅の一部又は全部を取り壊す工事 否 リフオームではない
ため対象外

○住宅をリフォームして、 快適で明るい生活空間をつ
くりましょう。

○分からないことや疑問な点は、 お気軽に高-LI村役場
農政課住宅係までお問い合わせ下さい。

常詰1‘悩み‐÷¥を :高山村役場 農政課 住宅係
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◎緊急通報システム設置事業
虚弱なひとり暮らし老人等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、 緊急通報システムを設置します。

①設置対象者
高山村に住所を有し、 次のいずれかに該当する
(1)おおむね65歳以上の虚弱なひとり暮らし老人
(2)ひとり暮らしの重度身体障がい者
(3)その他村長が必要と認めた者を抱える高齢者のみの世帯

②設置費用及び利用料 全額村が負担 (村の指定業者が設置)

◎高齢者バス回数券割引事業
交通弱者の高齢者が代替バスを利用する場合、回数券を割り引いて販売します。

①対 象 者 高山村に住所を有する6 5歳以ヒの方
②販売価格 通常価格3 P O O H を2 ,0 0 0円で販売します。

◎温泉割引使用証明書発行事業
温泉事業者のご協力により、 満70歳以上の方がふれあいプラザといぶさの湯の使用料を割り引いて利用できる割引使用証明

書を発行します。 (紛失された方は再発行します。)
ふれあいプラザ :通常50 0円を30 0円 / いぶきの湯 :通常30 0円を2 0 0円

◎在宅高齢者等自立支援ホームヘルプサービス事業
介護保険法による要介護者等に該当しない方が支援を必要とする場合、 自立支援ホームヘルプサービス事業を受けることがで

きます。
①派遣対象者

(1)独居の方、 (2)高齢f費帯の方、 (3)昼間介護者のいない方、 (4)40歳以上65歳未満で介護を必要とする方、 (5)介護を放棄さ
れている方、 (6)災害により介護を必要とする方、 (7)その他村長が必要と認めた方

②サービス内容 の 家事に関すること、 (2)相談、 助言に関すること
③派遣同数 週2 回程度で、 1回の訪問時間は 1時間程度とする。
④利 用 料 1 同 (1 時間)15 0円、 1 時間を超える場合30分ごとに50円加算

◎自立支援デイサービス事業
介護保険法による要介護者等に該当しない方が支援を必要とする場合、 自立支援デイサービス事業を受けることができます。

①利用対象者
(1)独居の方、 (2)高齢世帯の方、 (3)昼間介護者のいない方、 (4)介護を拒否しているが、支援を必要とする方、 (5)40歳以上
65歳未満で支援を必要とする方、 (6)介護を放棄されている方で、支援を必要とする方、 (7)災害により支援を必要とする方、
(8)その他村長が必要と認めた方

②サービス内容

(1)基本事業 生活指導、 ロ常動作訓練、 養護、 健康チェック、 入浴サービス
(2)加算事業 送迎、 給食サービス

③利用回数 お週間に 1回程度とする。
④利 用 料 基本料500円、送迎加算100円 (食事代は実費相当額が必要となります。)

◎ショートステイ事業
高齢者をき時的に養護する必要がある場合に、 一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等を利用できます。

①利用対象者-

-

おおむね65歳以上 (6 5歳未満で初老期痴呆に該当する場合も含む。 )で、 家族の介護を受けている方。 ただし、 精神保健法、
伝染病予防法等の法律の規定に基づいて医療機関で医療を受ける必要があると認められる方は対象となりません。

②利用期間 原則として 7 日間以内
③利 用 料 飲食物費相当額

高山村では、 在宅で高齢者等を介護する場合、 介護
保険事業以外でも永年住み慣れた自宅や地域で安心し
て生活が送れるように様々な高齢者福祉サービスを提
供しています。

なお、 サービスを受ける際には、 所得や身体状況な

-◎在宅ねたきり老人介護慰労金支給事業
常生涯に‐すしい支璋がある在宅の。~ 日常生活に著しい支障がある在宅の高齢者等を介護し、要件を満たす方に介護の労をねぎらうとともに、在宅福祉の増進を図

,-るため介護慰労金を支給します。
- ①支給対象者

毎年 4 月 1 n、 7 月 1 日、 10月 1 日及び 1月 1 n 時点において次の要件をすべて満たす方を、 居宅において 1年以上継続し
て介護している方

◎高齢者住宅改造費助成事業
高齢者の生活の質の向上及び在宅生活の継続を支援するため、 高齢者のいる世帯の住宅内の改造費を助成します。

①高齢者介護用住宅改造費助成事業の対象者

②自立高齢者等住宅改造費助成事業の対象者

(1)高山村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱による補助金を併せて交付を受けることはできない。
(2)介護保険制度における居宅介護 (支援) 住宅改修費とを併用する場合は、介護保険制度の給付を優先することとする

ア おおむね65歳以上のねたきり高齢者等を抱える世帯
イ 高山村身体障害者福祉法施行も規則の別表第5号の 1 ･ 2 級に該当する下肢 ･体章乍"の障がい者、又は下肢及び体幹稲複障

がい耆のいる世帯
②補助率及び補助限度額
補助率は補助対象費用の3分の2 補助限度額は666 P OO円

◎紙おむつ等給付事業
在宅の療養者である家族の経済的負担の軽減と在宅生活の維持を支援するため、 紙おむつ等の給付を行います。

①給付対象者
高山村に住所を有する在宅の排尿及び排便行為に支援を要する方で、次の各号のいずれかに該当する方

高齢者の在宅生活を支えるための主なサービス

(1)高山村に住所を有し、 60歳以上で要介護2 以上の介護認定を受けた高齢者がいる世帯
(2)生計中心者の前年所得税課税年額が8万円以下の世帯

(1)高山村に在住し住所を有する方
(2)次のいずれかに該当する世帯の要介護者及び介護家族

(1)介護保険法による介護認定の要介護 1以上に該当する方
(2)高山村身体障害者福祉法施行規則の別表第5号に規定する3級以上の障害にある方
(3)療育手帳制度要綱により療育手帳の交付を受け、その判定がA の方

②現物給付の限度額
1月あたり、 要介護 1及び2 の方が3 ,0 0 0円以内、 その他の方が5,0 0 0円以内。

r◎介護用車塾日篝繊麗動議ねたきり等の要介護者及び身体障がい者等を、 同乗させ外出する場合に使用する車椅子仕様車両を購入する場合補助金を支給
します。
①支給対象

次の各号のすべてに該当する方を同乗させ通院、 通所等に使用するために、 車椅子仕様の車両を新車で購入する場合。

どにより自己負担額やサービス内容が異なる場合もあ
ります。 また、 介護保険の事業等によるサービスが優
先となる場合もありますので、 ご不明な点は高山村役
場住民課福祉係へお問い合わせください。

(平成24年4月現住)
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(1)高山村に住所を有し、 年齢が65歳以上であること。
(2)介護保険法による介護認定の要介護 4 又は 5 の状態が 1 年以上継続し、 その期間中に施設等への短期入所及び入院等の通

算日数が10 0日を超えないものであること。
②介護慰労金の額

要介護 1の方を介護した場合は年額24万円以内、 要介護 5 の方を介護した場合は年額28万円以内で、 支給月は 6 月 ･ 9 月 ･
12月 ･ 3 月です。
※ 1山あたりの支給額 (要介護 4 …6 万円 / 要介護 5 … 7 万円)

(1)高山村に住所を有し、 60歳以上で白立、 要支援及び要介護 1のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみからなる世帯
(2川行年所得税非課税の世帯

③対象工事
高齢者の身体能力等から必要となるバリアフリー上事で家屋内の改造費及びこれに必然的に付随する附帯工事費用

④助成率及び助成限度額
助成率は助成対象費用の6分の5 助成限度額は50万H

⑤その他の事項

◎ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業
高齢者のみの･世帯の高齢者の健康保持及び孤独感の解消、 並びに地域社会との交流を深めるため、 配食サービスを行います。

①配食対象者 高= -村内に住所を有する65歳以上の高齢者のみの世帯の方
②配食の方法

昼食を月曜日から金曜月 (祝祭日等は除く。 )の希望する日に社会福祉協議会の職員又はボランティアいぶきの方がご自宅に
お届けします。

③利 用 料 金 1食300円 (利用者負担額)

川, 平成2 4年 4 月↑日 広報
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高山村の子育て支援サービス
高山村では、

介いたします。

◎出産祝金支給事業

出産を祝し、 次代を担う児童の確保を図るとと

もに、 子育てに伴う経済的負担の軽減と児童の健

全育成を目的として出産祝金を支給します。
①支給対象者

(1)出産時において本村に住民登録又は外国人登録が

されていて、 引き続き本村に居住しようとする方

(2)新生児を出産して養育をする父母

②出産祝金の額

(1)第 1 子及び第 2 子は2 0 0 ,0 0 0円

(2)第 3 子以上は300 ,0 0 0円

◎子育てサロン
民生委員 ･児童委員さんによる子育てサロンが

毎月第2 水曜月の午前10時30分から保健福祉セ

ンター内の児童館で開催されます。 参加費は無料

で楽しい遊具で遊んだり、 新しいお友達作りの場

としてご利用ください。 (※会場の都合により日

程が変更となる場合があります。)

◎子育て支援センター
交流施設 なごみにおいて毎週火 ･木 ･土曜日に子

育て支援センターが開設されます。 同世代のお子さ

んをもつお母さん達でごお気軽にご利用ください。
･ご希望があれば食改推の方が暦食を用意してく

ださいます。 (1 食10 0円)

･木曜日は手作りのおやつをご用意してお待ちし

ています。 (1食 10 0円)

森林の所有者届出制度が4月からスタートします

昨年4 月の森林法改正により、 今年4月以降、 森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務

付けられました。

しなければなりません。

圏届出対象者 個人･法人を問わず、売買や相続等により森 -境森林事務所 ･森林事務所 ･県庁林

十t由を新井だ酌得主考古は‐ 而積に闘わらず届出を - 放課 (台0 2 7‐2 2 6‐3 2 16 F A X 0 2 7‐ぶ巴“御れん ~ 閼u ) ~ ルミ 一ハ..レベソノノ椚 [ 一
つめぬ-n 1R4 } キでぬ轌乳、会>ゎサ下さ

･

衝…m 歯J .} ｣ レーれ ･ rh ~ 〔^ = 矯を,→
÷き 〕▲)“ い、…【 , 』｢ レ ) 亀、
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　取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※詳しくは高山村役場 農政課 (公6 3‐2 1 u -) 又は環

安心して子育てができるように子育て支援策を実施します。 主なサービス内容を下記のとおり紹

◎保育所運営事業

高山村保育所では

おり改定いたします。

2

3

平成24年度から保育料を下記のと
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第･1
生活保護法による被保
護対象者(単給対象者を
含む)

O O O

第2 住民税非課税対象者 5 ,0 0 0 2 ,0 0 0 篤000

第3
住
民
税
課
税
対
象
者

均等割のみ 9 ,0 0 0 4 ,0 0 0 2 ,0 0 0

6 4 0 00円未満 14 P O O 7 ,0 0 0 3 ,0 0 0第4

6 4 ,0 0 0円以上
16 0 ,0 0 0円未満

23 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0第5

76 0 ,0 0 0円以上
4 0 8 ,0 0 0円未満

3 2○0 O ?3 '0 0〇 5 ,0 0 0

6 ,0 0 0

第6

4 0 8 ,0 0 0円以上 4 1 ,0 0 0 16 ,0 0 0第7

階層を区分する定義の住民税は、幼児保護者の都道府県市町村民税
合計額とする。
同一世帯から2 人以上同時に入所している場合は、次により算出し
た額とする。
(1)幼児数は、 年齢の高い順から教える。
(2) 2 人目の徴収基準額= 当該幼児の徴収金額×0 .5
(3) 3 人目の徴収基準額= 無料
3 歳未満の入所幼児については、群馬県が実施する3 歳未満児保育
料軽減事業に基づき軽減する。 (3 歳未満児の保育料を、 同一階層
の3 歳以上児との差額 【上限3 ,0 0 0円】 を軽減します。 )
幼稚園児で朝のみ利用する場合は、 課税区分なく 1ヶ月2 ,50 0円と4
する。

5 一時預かりの場合は、課税区分なく日額1,0 0 0円とする。
6 上記2 及び3 の軽減は、 4 及び5 には適用しない。

※詳細は高山村保育所にお問い合わせください。
曰お3‐2 8 12

｢地震への備えはできていますか?｣無料で木造住宅の耐震診断を行います
｢安心安全なむらづくり｣ の推進を図るため木造住

宅を対象に無料で耐震診断者を派遣し、 耐震診断を行
い、 結果をお知らせします。

対象住宅

対 象 者

募集期間

募集戸数

①昭和56年5月3 1H 以前に着工したゞ戸建
て住宅又は併用住宅 (住宅部分の床面積
が 1 / 2 以上の住宅)

②平屋建て又は2 階建ての住宅
③在来軸組橋法によって建てられた住宅
①高山村に住所を有し、 対象住宅の所有者

かつ居住者
②村税及び使用料等の滞納がない者
平成24年4 月 2 日 (月) ~ 平成24年11月30
日 (金)まで
本年度は、 5 戸 (先着順)

住民票
住民票 ･戸籍の謄本等の交付申請には、

晒蝉 宏饌背きf崎戸雫均すに L -
-
ゴT -訝-盛蕊

-鵺撫順橇A鱒二.濃度
へ、 -

I自粛で,きき"一
･コきざ経理き響き｢すぐノー遠浅禮蜜淺

住民票
本人 要 要 不要

同- 世帯員 要 要 不要
別世帯の代理人 要 要 要

戸籍の謄本等
本人 要 要 不要

配偶者 ･直系血族 要 要 不要
配偶者 ･直系血族以外の代理人 要 要 要

印鑑登録証明書 本人又は本人以外の代理人
(印鑑登録証 (緑の手帳) が必要です) 不要 要 不要本人又は本人以外の代理人

鑑登録証 (緑の手帳) が必要です)

耐震診断を行う者

耐震診断の内容

用意するもの

費

申 し込み先

輪島ご者

戸籍の謄本等の交付申請について
下記のものが必要となりますので、 申請時にご用意ください。

不要

者 :(不l;)群馬県建築士事務所協会に登録さ
れた木造住宅耐震診断調査資格者

容 :設計図等を基に現地調査を行い、 どの
部分が地震に弱くて倒壊する可能性が
あるか等について診断を行います。
(耐震改修の方法について、 診断する

ものではありません。 )
の :間取り、 壁、 戸、 窓、 筋交いの位置が

明示された平面図等が必要です。
※原則、 図面等がない場合は耐震診断

を行うことができません。
用 :無料 (ただし、 耐震診断者の交通費実

費分は個人負担)
先 :高山村役場 農政課 住宅係

独0 2 7 9‐6 3‐2 1 1 1 内線5 0 ･5 1

圏本人確認書類

uデ善導詳記キー
÷-,÷

-
.-家財きき鞘事績許可 ･、 ｢ マ÷‐｣好‐判,

1点で足りる
もの(国著しく
は地方公共団
体の機関が発
行した写真入
り身分証明書)

運転免許証 パスポート 住基カード (写真入り) 外国人登録証明書 海技免状 小型
船舶操縦免許証 船員手帳 猟銃 ･空気銃所持許可証 療育手帳 戦傷病者手帳 電気工
事士免状 教習資格認定証 認定電気工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技
能証明書 無線従事者免許証 宅地建物取引主任者証 動力車操縦者運転免許証 身体障
害者手帳 特殊電気工事資格者認定証 運航管理者技能検定合格証明書 警備業法第23
条第4項に規定する合格証明書

2 点必要と
なるもの

①に掲げるもの及び②に掲げるもの各 1点
②に掲げるものを提示できないときは①に掲げるものを2 点

①写真のない書類

.国民健康保険、健康保険、船員保険、若しくは介護保険の被保険者証
･共済年金若しくは恩給の証書
-国民年金、厚生年金保険、若しくは船員保険に係る年金証書
.共済組合員証 ･国民年金手帳 ･住墓カード (写真のないもの)

･戸籍 (住民票) 交付申請書に押印した印鑑の印鑑登録証明書

②写真入り書類 .学生証 法人が発行した身分証B自書
･国若しくは地方公共団体が発行した資格証明書

う去人が発行した身分証B自書
は地方公共団体が発行した資格証明書

■ ｢委任状=提出の注意点
｢委任状｣ は必ず請求者

(使う人) 本人が全て記入

してください。

申請当日に ｢委任状｣
がない場合は、 証明書の

交付ができませんので、
必ず事前に ｢委任状｣ を

請求者本人に書いてもら

ってください。 (｢委任状｣
は高山村役場住民課窓口

に置いてあります)

※同…‐世帯員…世帯分離を
している方は対象となり
ません。

※直系血族…本人から見て
父母 ･祖父母 ･字 ･孫な
どの直系にあたる方。 配
偶者の父母 ･祖父母など
は直系血族ではありませ
ん. また、 すでに戸籍が
別になった兄弟姉妹のも
のを中請する場合は、 委
任状が必要になります。

※平日に役場へ来られない方、 またはご不明な点がある場合は、 住民課窓 u にお問い合わせください。

広報 う !コ メ平成24年4 月 1日



く 補 助 制 度 の 概
1 社会保険加入者

･対 象 者 満30歳以上で本村に住所を有する者
･補助対象 人間ドック
･補 助 額 1 人 10 ,0 0 0円を限度とする

(1人 年度 1回のみ補助)
･申請方法 住民課窓u に領収書 ･印鑑 ･口座番号

がわかるものを持参してください。
･受診方法 受診を希望する方は、 直接医療機関に

予約をして受診してください。
･医療機関 人間ドック受託可能な医療機関

2 国民健康保険加入者 (一般 ･退職)
･対 象 者 満35歳以上75歳未満で高山村の国民

健康保険に 1年以上加入している者、
又は加入すると認められる者で国保税
を完納している世帯に属する者

･補助対象 人間ドック
･補 助 額 1 人 2 5 ,0 0 0円を限度とする

(1人 年度 1回のみ補助)
･申請方法 住民課窓口に領収書 ･印鑑 ･口座番号

がわかるもの及び人間ドック健診結果
を持参してください。

･受診方法 受診を希望する方は、 直接医療機関に
予約をして受診してください。

平成24年度

3 後期高齢者医療加入者
･対 象 者 群馬県後期高齢者医療被保険者で本村に

住所を有し、保険料を完納している者
･補助対象 人間ドック
･補 助 額 1 人 2 0 ,0 0 0円を限度とする

(1人 年度 1回のみ補助)
･申請方法 住民課窓口に領収書 ･印鑑 ･口座番号

がわかるもの及び人間ドック健診結果
を持参してください。 なお、 中請期間
は 4 月から翌年 1 月末日までにお願い
します。

･受診方法 受診を希望する方は、 直接医療機関に
予約をして受診してください。

･医療機関 人間ドック受託可能な医療機関
･ そ の 他 なお、 村が実施しているご長寿健診

(集団健診 ･個別健診) を受けた方と
脳検査項目のみの脳ドックは、 人間ド

ック受診費補助対象にはなりません。

お問い合わせ先 役場住民課

村税等の納期について

(容6 3‐2 1 1 1)

また、 平成24年度の軽減措椚についても、 決定し
ました。

私たちが病院で処方してもらう医薬品には、｢先発医
薬品｣ と ｢後発医薬品｣ の 2 種類があります。 ｢先発
医薬掃-｣ は ｢新薬｣、｢後発医薬品｣ は ｢ジェネリック
医薬品｣ とも呼ばれており、 テレビでこれらの言葉を
聞いた方も多いと思います。

｢新薬｣ は、 開発から承認までに10 ~ 15年かかり、
莫大な開発費用が必要です。 完成した後は、 特許期間
から研究 ･開発期間を差し引いた一定期間、 薬を開発
した医薬品企業だけが、 その薬を独占的に製造 ･販売
できます。
この一定期間が過ぎると、 薬を開発した医薬品企業

ではない他の医薬品企業から、｢新薬｣ と同じ有効成分
を持った ｢ジェネリック医薬品｣ を販売することがで

きるようになります。
｢ジェネリック医薬品｣ は、｢新薬｣ に比べて価格が

安いため、 患者さんの薬代の負担が軽くなり、 高山村
国民健康保険が負担する医療費も少なくなるというメ
リットがあります。

Q ジェネリック医薬品はなぜ安いの?
A ジェネリック医薬品には、 新薬の開発と比べて研

究や開発にかかる費用が少ないため、 基本的に価格は
新薬よりも低く抑えられています。

Q ジェネリック医薬品は質が悪いのでは?
{ 新薬 ･ジェネリック医薬品どちらにも、 品質 ･有

効性 ･安全性をクリアするために、 薬事法で様々な規
定があります。

Q どうすれば処方してもらえるの?
し 新薬 ･ジェネリック医薬品ともに医療用医薬品-を
手に入れるには、 患者さんの病歴や体質を考えて出さ
れる、 お医者さんの処方せんが必要です。 ｢ジェネリッ
ク医薬品を使用したい｣ とお思いの方は、 かかりつけ
のお医者さんや薬剤師さんに相談してみてください。

･医療機関
･そ の 他

　　　　　　　　　
- r --- '-- = --=

人間ドック受診費補助制度について
本村では、 人間ドックを受診された方に対し、 下記

のとおり受診費の補助を実施しています。 社会保険、
国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者でそれぞ

れ補助額等が異なりますが、 一人でも多くの方が受診
され病気の早期発見 ･早期治療に役立て健康維持の一
助にして頂ければと思います。

要 )
人間ドック受託可能な医療機関
なお、 村が実施している特定健診 (集団
健診 ･個別健診) を受けた方は、 人間ド
ック受診費補助対象にはなりません。

平成24年度村税等の納期は下記のとおりですので、
u 座振替の方は納期眼前に残高確認を、 納付書払いの方
は納期眼までに納付して下さるようお願いいたします。

また、 年度の途中でも口座振替の申込みは受け付け
ていますので、 希望される方は各担当課まで連絡して
下さい。

税目等、、、、、月別 担当果 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 ↑2月 1月 2 月 3 月

村県民税 税務栗 1期 2期 3 期 4 期

固定資産税 税務果 1期 2 期 3 期 4 期

軽自動車税 税務果 全期

国民健康保険税 税務課 乍期 2期 3期 4期 5 期 6 期 7 期 8 期 9 期

介護保険料 住民果 1期 2期 3期 4期 5期 6 期 7 期 8 期 9 期

後期高齢者医療保険料 住民果 1期 2期 3期 4 期 5期 6期 7期 8 期 9 期

上下水道使用料 農政課 3 ･4月分 5 ･6月分 7 ･8月分 9･10自分 = ･12自分 1-2月分

村営住宅使用料 農政課 毎月

学校給食費 教育果 毎月

納期限 (振替日) 留針音譜雑落籍落籍留針鮒譜ヂ告I総会節脅御調総評密告請訓離籍
注意) 給料又は年金等から特別徴収 (天引き) される場合はそれぞれの支払月となります。
※不明な点がございましたら、 高山村役場各畑当課までお問い合わせ下さい。 [代表電話 6 3‐2 1 1 1]

高山村国民健康保険からのお知らせ
｢ジェネリック医薬品｣をご存知ですか

- ,

平成24年度、平成25年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました

■保険料率

区 分
事き穢さ壽当ゞ

-副軽
薄自讃マメさき1硼辞せ

-
-キー- -

-
-三一

所得割率 7 3 6 % 8 ,4 8 %

均等割額 3 9 ,6 0 0円 4 2 ,7 0 0円

限 度 額 5 0万円 5 5万円

平成24年度保険料額の計算方法
年間保険料額= 均等判額 (42 ,700円) + 所得割類

((平成23年中の総所得金額等- 33万円) ×8 ,48 % )
軽減に該当する方は、 軽減額を引いてください。

4月以降途中加入の方は、｢年間保険料額｣ ×加入月
÷12月 (100円木油切捨て) で求めた金額が保険料
額となります。

圏平成24年度軽減内容
平成24年度の軽減割合や該当条件は、 平成23年度

と同じで変更はありません。
※被扶養者軽減に該当する方については、 2 年間とい

う期限がなくなりました。

軽減額は
9 割軽減額…………………………………… 38 ,4 3 0円

8 .5割軽減額 ………………………………… 3 6 ,2 9 5円
5 割軽減額…………………………………… 2 1,3 5 0円
2 割軽減額……………………………………… 8 ,54 0円
所得割5 割軽減額…所得割額÷2 (1円未満の端数は切上げ)
被扶養者軽減 (均等割9割軽減、所得割なし)… 3 8 ,4 3 0円

高山村役場 住民課

-- --- ---‐
,-,
二

‐÷-,‐:± ---- --‐-･ ･ r セノ
-- - %÷ - -絆せ - -, -‐‐

均等割9割軽減
｢基礎控除額(3 3万円)以下の世帯で被保
険者全員が年金収入80万円以下｣ の世帯
(その他各種所得がない場合)

均等割8 .5割軽減 ｢基礎控除額(33万円)｣ 以下の世帯

均等割5割軽減
｢基礎控除額(33万円)十24 ,5万円×世帯
の被保険者数(被保険者である世帯主は
除く)｣ 以下の世帯

均等割2割軽減 ｢基礎控除額(33万円)十35万円×世帯の
被保険者数｣ 以下の世帯

所得割5割軽減 総所得金額等- 基礎控除額(33万円)が
5 8万円以下

被扶養者軽減
(均等割9 割軽減)

後期高齢者医療の被保険者資格を得た前
日まで、被用者保険 (国保、国保組合以外)
の被扶養者であった方 ※所得割額は課さ
れません。

後期高齢者医療の被保険者資格を得た前
日まで、被用者保険 (国保、国保組合以外)
の被扶養者で
れません。

ミ鹸 平成24年4 月 1日 広報
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一時託児ボランティアの募集
受付場所 ･詳細につい

　　　　　　　　　　　　　筆群事箋簿襲爵鰭援し凝聯動(-時託.“
活動) のボランティアに協力いただける方を募って ･ ん メメ‐ “

家の方が迎えに来てくれるまでの間、
ここで楽しく遊んでお留守番 !

･詳細については、 教育委員会までお間い

い , 曰お3‐3 04 6
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高校生の保護者の皆様へ ~ 高校生等就学費補助金について~

この制度は、 高山村の小 ･中学校に在学する児童生

徒で、 経済的な理由により就学困難と認められる児童

又は生徒の保護者に対して、 学用品費 ･給食費及び修

学旅行費等を支給する制度です。 該当されると思われ

る方へは、 別途教育委員会から通知をさせて頂きます
が、 通知がない場合でも該当される方は忘れずに申請
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指
定
管
理
者
だ
よ
り

平
素
よ
り
観
光
施
設
を
ご
利
用
い
た
だ
き
有
り

難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

指
定
管
理
者
よ
り
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

1

指
定
管
理
者
が
代
わ
り
ま
す

先
月
の
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
昨
年

4
月
よ
り
高
山
村
観
光
施
設
の
指
定
管
理
者
で
あ

り
ま
し
た

｢株
式
会
社
ワ
ク
ワ
ク
た
か
や
ま
｣
に

代
わ
り
、
平
成
24
年
4
月
か
ら
は
高
山
村
出
資
の

｢株
式
会
社
た
か
や
ま
振
興
公
社
｣
が
施
設
の
管

理
運
営
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ

ご
厚
誼
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

2

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
の
プ
ー
ル
閉
鎖
に
つ
い
て

平
成
笈
年
1
月
16
日
よ
り
プ
ー
ル
は
諸
般
の
事

情
に
よ
り
休
止
し
、
再
開
す
る
べ
く
そ
の
方
法
に

つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
が
再
開
の
見

通
し
が
立
た
な
い
状
況
か
ら
、
平
成
24
年
3
月
末

を
も
ち
ま
し
て
プ
ー
ル
を
閉
鎖
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
プ
ー
ル
を
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
お

客
様
に
は
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
げ
い
た
し
ま
す

が
、
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

3

高
山
温
泉
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
･
い
ぶ
き
の
湯

共
通
利
用
券
に
つ
い
て

例
年
4
月
初
め
に
区
長
さ
ん
を
通
じ
て
毎
戸
に

配
布
し
て
お
り
ま
す
共
通
無
料
入
浴
券
に
つ
い
て

は
、
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
･
い
ぶ
き
の
湯
共
通
利
用

券
と
し
、
入
浴
の
他
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
で
の
利
用

に
限
り
1
枚
5
0
0
円
の
食
事
券
と
し
て
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

4

高
山
温
泉
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
の
入
館
料
に
つ
い
て

宴
会
及
び
食
事
の
み
で
ご
利
用
さ
れ
る
場
合
、

入
館
料
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

5

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

“
い
ぶ
き
の
湯
共
通
ポ
イ

ン
ト
カ
ー
ド
に
つ
い
て

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
及
び
い
ぶ
き
の
湯
、
1
回
の

利
用
に
対
し
1
ポ
イ
ン
ト
と
し
、
m
ポ
イ
ン
ト
で

入
浴
が
1
回
無
料
と
な
り
ま
す
。
(た
だ
し
、
村

で
配
布
す
る
共
通
利
用
券
を
利
用
の
場
合
は
対
象

外
と
な
り
ま
す
。)

6

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
お
食
事
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド

に
つ
い
て

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
で
お
食
事
を
さ
れ
た
方
に
対

し
、
1
,
0
0
0
円
で
1
ポ
イ
ン
ト
と
し
、
m
ポ
イ

ン
ト
で
1
,0
0
0
円
分
の
無
料
お
食
事
券
を
提
供

い
た
し
ま
す
。
(た
だ
し
、
村
で
配
布
す
る
共
通
利

用
券
を
利
用
の
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
J

了

メ
ン
バ
ー
券
に
つ
い
て

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
で
は
、
半
年
間
回
数
に
制
限

な
く
入
浴
で
き
る
メ
ン
バ
ー
券
を
2
0
,
0
0
0

円
で
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

8

ゲ
ス
ト
券
に
つ
い
て

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
で
は
、
ー
年
間
入
浴
1
回
に

つ
き
、
2
0
0
円
で
入
浴
で
き
る
ゲ
ス
ト
券
を
1

0
,
0
0
0
円
で
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

高等学校等に就学する生徒を扶養する保護 申請手続 高等学校等の在学証明書、 住民票 (世帯全　 　 　 　　 　 　　　　　 　 　　 　 　　 　　　

　　　　　　　　 　 　　 　 　 　 　高等学校等を卒業するまでの間 (3 年間を -
者で、 高山村に住所を有する者 員)、 印鑑を持参のうえ教育委員会に申請

して下さい。
平成24年4 月27日 (金) まで

教育委員会事務局 8 6 3‐3 0 4 6

間 高等学校等を卒業するまでの間 (3 年間を

就学援助費支給制度(準要保護)について
ア 生活保護を停止又は廃止された者

イ 村民税の非課税又は減免を受けている者

ウ 個人事業税の減免を受けている者

エ 固定資産税の減免を受けている者
オ 国民年金の掛金の減免を受けている者
力 国民健康保険料の滅免又は徴収の猶予を受け

ている者

キ 児童扶養手当の支給を受けている者

ク 生活福祉資金の貸付を受けている者

ケ 経済的な理由により生活状態が悪いと認めら

れる者

高中村では高等学校等 (高等専門学校 ･専修学校 ･特別支援学校高等部などを含む)へ就学する生徒に対して、
その費用の一部を補助する事業を実施していますので、 該当される方は忘れずに中請して下さい。

者象

ず
円

ま
狐

し
o

と

5

度
額

限
月額

対

期

金

圏申請 (認定) の目安

生活保護世帯に準ずる程度に困窮し、 前年度又は当

該年度において次のいずれかに該当する者

圏申請期限及び認定
5 月末日までに提出されたものは、 4 月 1 日又は

事由発生時に遡って認定

6月以降に提出されたものは、原則その翌月に認定
重問い合わせ先

教育委員会事務局 公6 3‐3 0 4 6

広報 キー′ ん

申請書等は教育委員会にあります。　
　

り

続

0

あ
障
す

に

一g
で
ま
い

云

、
り方は申請が必要になります。

.前年度受給されていた方も、 引き続き受給を希望

■申請の方法

･｢就学援助費支給認定中請書｣ に ｢就学援助費振

込u 座届出書｣ を添えて教育委員会に申請して下書

害

さ
中

出

精

給

は

届

申

受

方

座

o
度
‐
る

u

い
年

れ

込

さ
前

さ

※掲載を希望しない方は届出の際
に申し出てください。

(平成24年2 月15日から
平成24年 3 月 14日までの

高山村役場届出)


